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甲南大学学則 

                                          昭和２６年３月１５日 

                                          認        可 

                                        改正 平成 26 年 2 月 28 日 

 

 第１章 総則 

 

第１条 本大学は、教育基本法(昭和 22 年法律第 25 号)及び学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に則り、

学術の府として広くかつ深く学芸を教授研究するとともに、学生一人ひとりの天賦の特性を啓発し人

物教育率先の甲南学園建学の理念を実現することを目的とする。 
 

第２章 組織 
 

第２条 本大学は、学部及び大学院よりなる。 

 

第３条 本大学に次の学部・学科を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条の２ 各学部・学科における人材養成上の目的と学生に修得させるべき能力等の教育目標は次の

とおりとする。 

学部  学科  人材養成上の目的と学生に修得させるべき能力等の教育目標  

文学部  幅広く深い教養を基盤に、人文科学の専門分野における調査、研究技量を磨く

経験を通して、問題を見出し、考え、成果を言葉で表現する力を形成する。そ

れによって、仕事を含む人生の様々な活動に発生する問題を主体的に解決でき

る人材を社会に送り出す。  

  日本語日本文

学科  

古典・近現代文学・日本語学・日本語教育学等のバランスの取

れた教育・研究を通して、社会での活動の基盤である日本語の

理解力・表現力を鍛えることを目標とする。  

英語英米文学

科  

実践的語学教育と並行して英語学及び英米の文化・文学の教育

を行い、英語圏文化の深い理解に裏打ちされた英語運用能力を

持つ人材を育成し、国際化する社会の要請に応える。  

社会学科  情報化、国際化の進展によつて急速に変化し、多様性や不確実

性が高まつている社会の中で必要とされる「自ら調査・分析・

表現・発信する実証的・実践的な態度と能力」を涵養する。  

人間科学科  イメージ、言語、身体のコンセプトを柱として、人間表現領域

（環境・芸術・思想など）及び心理臨床領域の理論と実践を学

学部 学科 

文学部 日本語日本文学科 

英語英米文学科 

社会学科 

人間科学科 

歴史文化学科 

理工学部 物理学科 

生物学科 

機能分子化学科 

経済学部 経済学科 

法学部 法学科 

経営学部 経営学科 

知能情報学部 知能情報学科 

マネジメント創造学部 マネジメント創造学科 

フロンティアサイエンス学部 生命化学科 
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び、社会の諸問題を多角的に捉え、柔軟に問題解決できる人材

育成を目指す。  

歴史文化学科  人類がこれまで蓄積してきた有形・無形の文化遺産及び歴史の

中における生活の場としての環境と人類との交流について歴史

学、地理学・民俗学の分野から探求し、これら各分野を横断す

る総合的立場から教育を行う。  

理工学部  自然科学の強固な学問的土台を身につけて、純粋理学と応用科学を融合させる

ことのできる能力を養い、時代の変化や科学・技術の新たな展開に対応して創

造性を発揮できる人材の育成を目指す。  

  物理学科  時代の変化や科学・技術の新たな展開に対応して、問題の解決

に果敢に挑み、創造性を発揮し、国際社会に貢献できる人材の

養成を目的とし、物理学の基本的な知識及び論理的思考法・手

法を講義と実験・実習科目による相補的な積み上げ方式によっ

て修得させ、卒業研究を通して総合的な問題解決能力を養う。  

生物学科  今日の社会が直面する生命や環境等に関わる諸問題を正しく理

解し、それらの解決に貢献できる国際的視野を持った人材の養

成を目的とし、そのために必要な現代生物学の専門知識と技術

及びそれらを充分に活用するための思考力を修得させる。  

機能分子化学

科  

科学技術に携わる者に求められる責任感と倫理観を有し、化学

の専門知識並びに自然科学に対する柔軟な思考力を身につけた

人材の養成を目的とし、化学の基礎的な知識・豊富な経験に基

づく課題設定能力・解決能力を得て、現代社会の要請に応える

ことのできる能力を獲得させる。  

経済学部  経済学科  経済学の学習を通じて、変化の激しい経済社会で充実した活動

ができる知性と創造力を備えた人材を養成する。これらの人材

養成上、学生が修得すべき能力として、経済・社会問題を的確

に捉える能力、筋道を立てて問題を考える能力、自らの力で解

決策を示す能力を求める。  

法学部  法学科  法曹・行政・経済をはじめ社会の様々な分野で指導的な役割を

担うことができる人材を養成するため、学生の個性尊重を旨と

して、法及び政治に関する専門知識の修得と思考力の涵養を通

じて、個々の学生の論理的な思考力と柔軟な応用力を培うこと

を教育目標とする。  

経営学部  経営学科  ヒト・モノ・カネ・情報等からなる組織（企業）の存続・発展のあり方に

ついて、自律的な洞察力を有し、社会に資するビジネスパーソンの養成を

目的とする。このために学生が修得すべき能力として、次の各能力を求め

る。 

（1）幅広い教養に裏付けられた経営学の知識・理解力 

（2）各種スキルと論理的思考力に支えられた経営問題の発見・説明・解

決力 

（3）ビジネスパーソンに必要な社会的協調力と自発的遂行力及び倫理的

責任力 

（4）トータルな人間性と豊かな個性に基づいた社会的貢献力 

知能情報

学部  

知能情報学科  人間力をベースに、感性・知性で高度国際情報社会における

リーダーシップがとれる人材の育成を目指す。そのため、数学

的基礎学力、知能情報学における専門知識、効果的な発表能力

並びにコミュニケーション能力の修得を目標とする。  

マネジメ

ント創造

学部  

マネジメント

創造学科  

自ら学ぶ力を涵養し、営利、非営利、パブリックなどいずれの

分野にあつても、社会的責任を創造的に果たしていくマネジメ

ント能力を開発し、世界に貢献しうる人物育成を目指す。  

フロン

ティアサ

生命化学科  教育・研究対象の中心に「生命化学」を据え、バイオテクノロ

ジー、ナノテクノロジー及びそれらの融合領域であるナノバイ
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イエンス

学部  

オに関する知識と技能を修得させることにより、社会の発展、

福祉の増進のためとくに生命化学分野におけるフロンティア開

発に資する人材を養成する。  

 

第４条 学部学生の収容定員は、次のとおりとする。 

学  部 学  科 入学定員 編入学定員 収容定員 

 文学部  日本語日本文学科    ７０    ２８０ 

 英語英米文学科    ９０     ３６０ 

 社会学科    ９０    ３６０ 

 人間科学科    ９０    １０   ３８０ 

 歴史文化学科    ６０    ２４０ 

 計   ４００    １０  １,６２０ 

 理工学部  物理学科    ５０    ２００ 

 生物学科    ４５    １８０ 

 機能分子化学科    ６０    ２４０ 

 計   １５５    ６２０ 

 経済学部  経済学科   ３５０   １,４００ 

計   ３５０   １,４００ 

 法学部 法学科   ３５０   １,４００ 

計   ３５０   １,４００ 

 経営学部  経営学科   ３４５   １,３８０ 

 計   ３４５   １,３８０ 

 知能情報学部 
知能情報学科 １２０  ４８０ 

 計 １２０  ４８０ 

 マネジメント創造学部 マネジメント創造学科 １８０  ７２０ 

 計 １８０  ７２０ 

 フロンティアサイエンス学部 生命化学科  ３５  １４０ 

 計  ３５  １４０ 

合    計  １,９３５    １０  ７,７６０ 

 

第５条 大学院に関する規程は、別に定める。 
 

第３章 授業科目及び履修方法 
 

第６条 本大学の授業科目を、広域副専攻科目、国際言語文化科目、外国語科目、保健体育科目、一般

情報科目、単位互換科目、西宮市大学共通単位講座、日本語科目、国際交流科目及び専門教育科目に

分ける。 

２ 広域副専攻科目、国際言語文化科目、外国語科目、保健体育科目及び一般情報科目の授業科目及び

単位数は、文学部、理工学部、経済学部、法学部、経営学部及び知能情報学部における各学部共通と

し、別表第１のとおりとする。ただし、広域副専攻科目と国際言語文化科目は、そのいずれかを履修

するものとする。 

３ 単位互換科目及び西宮市大学共通単位講座の授業科目及び単位数は、別表第１のとおりとする。 

４ 日本語科目及び国際交流科目の授業科目及び単位数は、別表第１のとおりとする。 

５ 文学部、理工学部、経済学部、法学部、経営学部及び知能情報学部における専門教育科目の授業科

目、単位数、必修・選択必修等の区別は、別表第２の(1)のとおりとする。 

６ マネジメント創造学部の授業科目及び単位数は、別表第２の（3）のとおりとする。 

７ フロンティアサイエンス学部の授業科目及び単位数は、別表第２の（4）のとおりとする。 

８ 卒業に必要な単位数は、別表第２の(1)、別表第２の(3)及び別表第２の(4)のとおりとする。 

 

第７条 本大学の修業年限は、４年とする。 

 

第８条 中学校及び高等学校の教育職員免許状を得るために必要な教職に関する科目、教科又は教職に
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関する科目の授業科目及び単位数は、別表第３のとおりとする。 

 

第９条 教育職員免許状を得るための資格を得ようとする者は、別に定める教育職員養成課程に関す 

 る規程に従い、必要な単位を修得しなければならない。 

２ 本大学において、取得できる免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。 

 

学  部 学    科 免許教科 免 許 状 の 種 類 

 文学部  日本語日本文学科  国語  中学校教諭一種免許状 
 高等学校教諭一種免許状 

 英語英米文学科  英語  中学校教諭一種免許状 
 高等学校教諭一種免許状 

 社会学科  社会  中学校教諭一種免許状 

 公民  高等学校教諭一種免許状 

 人間科学科  社会  中学校教諭一種免許状 

 地理歴史 
 高等学校教諭一種免許状 

 公民 

 歴史文化学科  社会  中学校教諭一種免許状 

 地理歴史  高等学校教諭一種免許状 

 理工学部  物理学科 
 生物学科 
 機能分子化学科 

 理科 
 中学校教諭一種免許状 
 高等学校教諭一種免許状 

 経済学部 経済学科   社会   中学校教諭一種免許状 

地理歴史 
高等学校教諭一種免許状 

公民 

法学部 法学科 社会 中学校教諭一種免許状 

地理歴史 
高等学校教諭一種免許状 

公民 

 経営学部 経営学科  社会  中学校教諭一種免許状 

 公民  
 高等学校教諭一種免許状 

商業 

知能情報学部 知能情報学科  
 数学  

 中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

情報 高等学校教諭一種免許状 

 

第 10 条 図書館司書又は学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は、別表第４の(1)に定めるとこ

ろに従い、必要な専門教育科目の単位を修得しなければならない。 
 

第 10 条の２ 博物館学芸員の資格を得ようとする者は、別表第 4 の（2）に定めるところに従い、必要

な専門教育科目の単位を修得しなければならない。 
 

第 11 条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもつて構成

することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考

慮して、次の基準により単位数を計算する。 

（１）講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲の授業をもつて１単位とする。 

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲の授業をもつて１単位とする。 

（３）一つの授業科目のなかで、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行

う場合の授業科目については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して定める時間

の授業をもつて１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究及び卒業実験等の授業科目については、これらの学

修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮

して単位数を定めることができる。 
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第 11 条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 本大学は、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で

履修させることができる。 

３ 本大学は、第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメ

ディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とす

る。  

４ 本大学は、第１項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

 

第 11 条の３ 学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじめ明示するも

のとする。 

２ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性を確保するため、学生に対してその基

準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。 
 

第４章 試験及び学士の学位 
 

第 12条 学生は、学期の初めに履修を希望する授業科目を届け出て承認を得なければならない。 
 

第 12条の２ 教育上有益と認めるときは、他の大学（外国の大学を含む。）との協議に基づき、学 

生に当該大学の授業科目を履修させることがある。 

２ 前項により修得した単位は、６０単位を限度として、本大学において修得した単位とみなすこと 

ができる。 

３ 第１項の規定に基づく外国留学（以下「留学」という。）に関しては、この学則に定めるものの 

ほか別に定める。 
 

第 13条 単位の認定は、試験その他適当な方法による。ただし、実験、実習、演習、体育の実技等 

は、平常の成績によることができる。 

２ 授業科目の成績の評価は、秀（ＡＡ）・優（Ａ）・良（Ｂ）・可（Ｃ）・不可（Ｄ）の５種とし、 

その評点は、１００点を満点として次のとおり定める。 

  秀 （ＡＡ）９０点以上 

  優 （Ａ） ８０点以上９０点未満 

  良 （Ｂ） ７０点以上８０点未満  合格 

 可 （Ｃ） ６０点以上７０点未満 

 不可（Ｄ） ６０点未満       不合格 
 

第 14条 試験は、原則として学期末又は学年末に行う。 
 

第 15条 削 除 
 

第 16 条 ４年以上在学して第６条に掲げられた所定の授業科目及び履修方法により卒業に必要な単位数

を修得した者には、学部教授会及び合同教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、卒業証書・学位記を

授与する。 

２ 本大学に３年以上在学した学生が、別に定める規程に従い卒業に必要な単位を優秀な成績で修得し

たと認められる場合には、第７条に規定する修業年限の特例扱いとして学部教授会及び合同教授会の

議を経て、学長が卒業を認定し、卒業証書・学位記を授与することができる。 
 
第 17条 本大学を卒業した者には、学部及び学科に応じて、次のとおり学士の学位を授与する。 

 

文学部  日本語日本文学科 

英語英米文学科 

社会学科 

人間科学科 

歴史文化学科 

 学士(文学) 

学士(文学) 

学士(社会学) 

学士(文学) 

学士(文学) 
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理工学部 

 

 

物理学科 

生物学科 

機能分子化学科 

 学士(理学)又は学士(理工学) 

学士(理学) 

学士(理工学) 

経済学部 経済学科  学士(経済学) 

法学部 法学科  学士(法学) 

経営学部 経営学科  学士(経営学) 

知能情報学部 

 

知能情報学科 

 

 学士(工学)、学士（理学） 

又は学士（情報学） 

マネジメント創造学部 

フロンティアサイエンス学部 

マネジメント創造学科 

生命化学科  

 学士（マネジメント） 
学士（理工学） 

 
第５章 学年、学期及び休業日 

 
第 18条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 
第 19条 学年は、前期・後期の２学期に分ける。 

 前 期    ４月 １日～９月 16日 

  後 期    ９月 17 日～３月 31日 
 

第 20条 休業日を次のとおり定める。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） 本学園創立記念日（４月２１日） 

（４） 夏期休業日、冬期休業日は学年暦によるものとする。 

２ 学長は、学年暦編成上必要ある場合は、前項の休業日を授業日に変更することができる。 

３ 学長は、必要に応じ臨時に授業を休止又は変更することができる。 

 

第６章 入学、転学部、留学、休学、除籍及び退学 
 

第 21条 入学の時期は、学年初めとする。 
 
 

第 22条 本大学の第１年次に入学する資格のある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 （１） 高等学校又は中等教育学校の卒業者 

 （２） 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相 

    当する学校教育を修了した者を含む。） 

 （３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学  

       大臣の指定した者 

 （４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の 

       当該課程を修了した者 

 （５） 文部科学大臣の指定した者 

 （６） 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業 

程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程 

（昭和２６年文部省令第１３号）により大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

 （７） その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本大学が認め 

    た者 
 

第 23条 入学は、選考によつて決定する。 
 

第 24条 選考によつて入学を決定された者は、所定の期日までに入学に必要な手続をしなければなら 

ない。 
 

第 25条 本大学への編入学を願い出る者があるときは、選考の上、入学を許可することができる。 

２ 編入学についての細則は、別に定める。 
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第 26条 本大学を卒業し、さらに本大学の他の学部に学士入学を願い出る者は、選考の上、許可す 

ることができる。 
 

第 27条  他の学部へ転学部を願い出る者は、選考の上、許可することができる。 
 

第 27条の２ 第１２条の２の規定に基づく留学を希望する者は、願い出て許可を受けなければなら 

ない。 

２ 前項により留学をした期間は、第１６条及び第２９条に規定する在学期間に算入する。 
 

第 28条 疾病その他やむを得ない理由により休学を願い出たときは、許可することができる。 

２ 疾病のため修学に適さないと認められる者については、休学を命ずることがある。 

３ 海外渡航の期間が６箇月以上にわたるときは、休学しなければならない。 

４ 休学の期間は、継続して２年を、通算して４年を超えることができない。 

５ 休学期間中に復学を願い出たときは、許可することができる。 

６ 休学の期間は、第１６条及び次条に規定する在学期間に算入しない。 
 

第 29条 本大学に在学する期間は、８年を超えることができない。 

２ 在学期間が８年を超える場合は、除籍する。 
 

第 30条 学費を納付しない者は、除籍する。ただし、１年以内に復籍を願い出たとき、又は１年経 

過後再入学を願い出たときは、審議の上、許可することができる。 
 

第 31条 疾病その他やむを得ない理由によつて退学しようとするときは、許可を受けなければなら 

ない。 
 

第 32条 前条により退学した者が再入学を願い出たときは、選考の上、許可することができる。 
 

第 33条 他の大学へ入学又は転学を願い出ようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 

第７章 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講生及び高大連携聴講生 
 

第 34条 特定の授業科目について履修を願い出る者があるときは、選考の上、科目等履修生として 

許可することができる。 

２ 科目等履修生規程については、別に定める。 
 

第 34条の２ 本大学専任教員の指導を受け、特定の事項について研究をしようと 

する者があるときは、選考の上、研究生として許可することができる。 

２ 研究生規程については、別に定める。 
 

第 34条の３ 特定の授業科目について聴講を願い出る者があるときは、選考の上、聴講生として 

 許可することができる。 

２ 聴講生規程については別に定める。 
 

第 34条の４ 他の大学との協議に基づき、本大学の授業科目を履修させる場合には、選考の上、特 

 別聴講生として許可することができる。 
 

第 34 条の５ 甲南高等学校との協議及び教育委員会又は高等学校との協定に基づき、当該高校生が本

大学が指定する授業科目の聴講を願い出る場合は、選考の上、高大連携聴講生として許可することが

できる。 

２ 高大連携聴講生については、別に定める。 
 

   第７章の２ 外国人留学生 
 

第 34 条の６ 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）に定める留学という在留資格の取

得を必要とする者が、本大学に入学しようとする場合は、選考の上、外国人留学生として、入学を許
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可することができる。 

２ 外国人留学生の受入れについては、別に定める。            
 

第８章 賞罰 
 

第 35条 学業、人物、文化芸術、運動等の分野において優秀な者は表彰する。 
 

第 36条 学生に本大学の規則に違反し、又は学生の本分にもとる行為があると認めたときは、合 

 同教授会の議を経て、懲戒を加える。 
 

第 37条 懲戒処分は、謹慎、停学及び退学とする。退学は、次の各号のいずれかに該当する者につ 

 いて行う。 

（１） 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２） 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

（３） 正当な理由がなくて出席が常でない者 

（４） 本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 
 

第９章 入学受験料、科目等履修生検定料、研究生申請料、聴講生検定料、 

  入学金、授業料、施設設備費、設備充実費、教育充実費、研究資料費、実験費、実 

習費、復籍料、在籍料、科目等履修料、研究生登録料及び聴講料 
   

第 38条 本大学に入学を願い出る者は、別表第５に定める入学受験料を納付しなければならない。 

２ 本大学に科目等履修生を願い出る者は、別表第５に定める科目等履修生検定料を納付しなけれ 

 ばならない。 

３ 研究生を願い出る者は、別表第５に定める研究生申請料を納付しなければならない。 

４ 聴講生を願い出る者は、別表第５に定める聴講生検定料を納付しなければならない。 
 

第 39条 本大学に入学を許可された者は、別表第６に定める入学金を納付しなければならない。  
 

第 40 条 学生は、別表第７の(1)に定める授業料及び施設設備費を納付しなければならない。実験又は

実習を要する授業科目を履修する者は、別表第７の(2)に定める実験費又は別表第７の(3)に定める実

習費を納付しなければならない。 

２ 理工学部及び知能情報学部学生は、別表第７の(1)に定める設備充実費を納付しなければならな

い。 

３ マネジメント創造学部学生は、別表第７の(1)に定める教育充実費を納付しなければならない。 

４ フロンティアサイエンス学部学生は、別表第７の(1)に定める設備充実費及び教育充実費を納付し

なければならない。 

５ 文学部人間科学科１年次学生は、別表第７の(1)に定める研究資料費を納付しなければならない。 

６ 休学中の者は、別表第７の(4)に定める在籍料を納付しなければならない。 

７ 第 30条により復籍を許可された者は、復籍料を納付しなければならない。 
 

第 41条 科目等履修生は、別表第７の(5)に定める科目等履修料を納付しなければならない。 
 

第 41条の２ 研究生は、別表第７の(5)に定める研究生登録料を納付しなければならない。 
 

第 41条の３ 聴講生は、別表第７の(5)に定める聴講料を納付しなければならない。 
 

第 42条 入学金、授業料、施設設備費、設備充実費、教育充実費、研究資料費、実験費、実習費、

復籍料、在籍料、科目等履修料、研究生登録料、聴講料等の学費及び入学受験料、科目等履修生検

定料、研究生申請料、聴講生検定料の徴収については、別に定める。 
 

第 43条 既納の学費、入学受験料、科目等履修生検定料、研究生申請料及び聴講生検定料は、返還しな

い。 

２ 入学許可を得た者で、指定の期日までに入学手続きの取消しを願い出たものについては、前項にか

かわらず、入学金又はこれに相当する金額を除く学費を返還することがある。 
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  第１０章 図書館及びサイバーライブラリ 
 

第 44条 本大学に図書館を置く。 

２ 図書館に関する規程は、別に定める。 

 

第 44条の２ 本大学にサイバーライブラリを置く。 

２ サイバーライブラリに関する規程は、別に定める。 
 
  第１１章 研究所 
 

第 45条 本大学に総合研究所を置く。 

２ 総合研究所に関する規程は、別に定める。 
 

第 45条の２ 削除 
 

第 45条の３ 削除 
 

第 45条の４ 本大学に人間科学研究所を置く。 

２ 人間科学研究所に関する規程は、別に定める。 
 

第 45条の５ 本大学に先端生命工学研究所を置く。 

２ 先端生命工学研究所に関する規程は、別に定める。 
 

第 45条の６ 本大学にフロンティア研究推進機構を置く。 

２ フロンティア研究推進機構に関する規程は、別に定める。 

 

第 45条の７ 削除 

 

第 45条の８ 本大学にビジネス・イノベーション研究所を置く。 

２ ビジネス・イノベーション研究所に関する規程は、別に定める。 

 

第 45条の９ 削除 

 

第 45 条の 10 削除 

 

   第１２章 情報教育研究センター 
 

第 46条 本大学に情報教育研究センターを置く。 

２ 情報教育研究センターに関する規程は、別に定める。 
 

   第１３章 国際言語文化センター 
 

第 47条 本大学に国際言語文化センターを置く。 

２ 国際言語文化センターの運営に関する規程は、別に定める。 
 

第１３章の２ スポーツ・健康科学教育研究センター 
 

第 47条の２ 本大学にスポーツ・健康科学教育研究センターを置く。 

２ スポーツ・健康科学教育研究センターの運営に関する規程は、別に定める。 
 

   第１４章 広域副専攻センター 
 

第 48条 本大学に広域副専攻センターを置く。 

２ 広域副専攻センターに関する規程は、別に定める。 
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   第１４章の２ カウンセリングセンター 

 
第 48条の２ 本大学にカウンセリングセンターを置く。 

２ カウンセリングセンターに、学生相談室及び心理臨床カウンセリングルームを置く。 

３ カウンセリングセンターに関する規程は、別に定める。 

４ 学生相談室及び心理臨床カウンセリングルームに関する規程は、別に定める。 
 

   第１４章の３ 国際交流センター 
 

第 48条の３ 本大学に国際交流センターを置く。 

２ 国際交流センターに関する規程は、別に定める。 

 

第１４章の４ 教職教育センター 

 

第 48条の４ 本大学に教職教育センターを置く。 

２ 教職教育センターに関する規程は、別に定める。 

 

   第１５章 教職員組織 

 

第 49条 本大学に学長、教授、准教授、講師、助教及びその他の職員を置く。 

２ 職制に関する規程は、別に定める。 
 

   第１６章 教授会 
 

第 50条 本大学に合同教授会、学部教授会、国際言語文化センター教授会及びスポーツ・健康科

学教育研究センター教授会を置く。 
 

第 51条  削除 
 

第 52条 削除 
 

第 53条 合同教授会に関する規程は、別に定める。 
 

第 54条 削除 
 

第 55条 削除 
 

第 55条の２ 削除 
 

第 55条の３ 削除 
 

第 56 条 各学部、国際言語文化センター及びスポーツ・健康科学教育研究センターの教授会に関する

規程は、別に定める。 

２ 前項に定める教授会の下に、各種委員会を設置することができる。 
 

  第１７章 削除 
 

第 57条 削除 
 

第 58条 削除 
 

第 59条 削除 
 

第 60条 削除 
 

     第１７章の２  EBA高等教育研究所 
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第 60条の２  本大学に EBA 高等教育研究所を置く。 
 

第 60条の３ 削除 
 

第 60条の４  削除 
  

第 60条の５  EBA 高等教育研究所に関する規程は、別に定める。 
 
   第１８章 大学会議 
 

第 61条 本大学に大学会議を置く。 
 

第 62条  削除 
 

第 63条 削除 
 

第 64条 大学会議に関する規程は、別に定める。 

 

   第１９章 自己点検・評価、認証評価、情報公開等 

 

第 65 条 本大学は、教育研究水準の向上を図り、本大学の目的及び社会的使命を達成するため、文部科

学大臣の定めるところにより、本大学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価に関する規程は、別に定める。 

３ 本大学は、第 1 項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を

受けた者による評価を受けるものとする。 

 

第 66条 本大学は、本大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する

ものとする。 

 

第 67 条 本大学は、本大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を

図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。 

 

 

附  則  

この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。  


